
廃棄物をめぐる動向と課題について

１ 国の動向（別紙１ 第三次循環基本計画のポイント）

平成２５年５月に閣議決定された循環型社会形成推進基本計画は、循環型社会形成推

進基本法に基づき、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

（１） 現状と課題

・我が国における３Ｒの進展

・循環資源の高度利用・資源確保

・安全・安心の確保

・世界規模での取り組みの必要性

（２） 第三次循環基本計画における基本的方向

質にも着目した循環型社会の形成

① リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユースの）取組がより進

む社会経済システムの構築

→「めぐろ買い物ルール」

② 小型家電リサイクル法の着実な施行など使用済製品からの有用金属の回収と水

平リサイクルの高度なリサイクルの推進

→「使用済み小型家電の回収」

③ アスベスト、ＰＣＢ等の有害物質の適正な管理・処理

→水銀などの対応

④ 東日本大震災の反省を踏まえた資源循環・バイオマス資源のエネルギー源への

活用

⑤ 低炭素・自然共生社会との統合的取組と地域循環圏の高度化

２ 都の動向（別紙２ 東京都廃棄物処理計画について・概要版）

（１）東京都廃棄物処理基本計画（平成２３年度～２７年度）

計画目標 「平成２７年度の最終処分量を平成１９年度比３０％減とする」（１

２５万トンに削減）

（２） 基本的方向

３Ｒ施策の促進

＜発生抑制・リユースの促進＞

・ごみを出さない社会の定着 →めぐろ買い物ルール

・家庭ごみの有料化 →家庭ごみ有料化検討
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＜リサイクルの促進＞

・都市鉱山の開発 →使用済み小型家電の回収

・静脈物流の効率化

・熱回収の高効率化

・埋立処分場からのメタンガスの活用

＜３Ｒの取組を支える体制づくり＞

・グリーン購入の普及啓発活動

・環境教育・普及啓発の推進 →環境学習

適正処理の促進

＜有害廃棄物の適正処理の促進＞

・微量ＰＣＢ廃棄物の適正処理のための体制整備

・都の処分での飛散アスベスト受け入れ継続

・水銀使用量の削減と適正処理 →区ごみ収集との関連

＜産業廃棄物の適正処理の促進＞

・飛散性アスベスト、廃石膏ボードの分別・適正処理の徹底

・産廃Ｇメンの活用等による不法投棄撲滅のための指導強化

＜一般廃棄物の適正処理の促進＞

・エアゾール缶、ライターなどの危険物、在宅医療廃棄物等の適正処理の促進

→区ごみ収集との関連

＜廃棄物処理施設の適切な管理運営＞

・埋立処分場の環境負荷、維持管理費用の低減

・区市町村のリサイクル施設等への指導、助言

静脈ビジネスの発展の促進

＜優良な処理業者が優位に立てる環境づくり＞

・排出事業者の適正処理コスト負担

・業界構造、実態の把握に努め、処理業者・リサイクル業者を専門家として育成

＜スーパーエコタウン事業の推進＞

・スーパーエコタウン事業者の成果を先進的な取組事例として、国内外に向け積極的

に情報発信

＜共同技術研究の実施＞

・廃棄物処理技術、リサイクル技術の高度化を図るため産学連携による共同技術研究

調査の実施



３ 東京二十三区清掃一部事務組合の動向（別紙３ 一般廃棄物処理基本計画改定検討

委員会中間報告（概要版））

（１）計画改定の基本的考え方

・計画目標は、経営計画の基本方針に沿って「循環型ごみ処理システムの推進」とす

る。

・計画期間は、平成２７年度から平成４１年度までの１５年間とする。

・東日本大震災後の社会環境の変化を踏まえ策定する。

・ごみ量などの予測については、社会経済情勢や関連法令など趣旨を踏まえて行う。

・施設整備計画については、財政負担の低減、平準化についても配慮して策定する。

・国、都、２３区の計画との調和を図り策定する。

（２）改定基本計画の施策の体系

＜目標＞

循環型ごみ処理システムの推進

＜施策＞

① 効率的で安定した中間処理体制の確保

② 環境負荷の低減

③ 地球温暖化防止対策の推進

④ 最終処分場の延命化

⑤ 災害対策の強化

以 上



 
 
 

 
 
 

廃棄物処理法 資源有効利用促進法 

容 器 包 装 
リサイクル法 

環境基本法 環境基本計画 

＜ 再生利用の推進 ＞ ＜ 廃棄物の適正処理 ＞ 

個別物品の特性に応じた規制 

びん、ペットボトル、
紙製・プラスチック製
容器包装等 

エアコン、冷蔵庫・
冷凍庫、テレビ、洗
濯機・衣類乾燥機 

グリーン購入法（国が率先して再生品などの調達を推進） 

木材、コンクリー
ト、アスファルト 

食品残さ 自動車 

家 電 
リサイクル法 

建 設 
リサイクル法 

自 動 車 
リサイクル法 

 

 

 

社会の物質循環の確保 
天然資源の消費の抑制 
環境負荷の低減 

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法） 

①廃棄物の発生抑制 

②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む） 

③廃棄物処理施設の設置規制 

④廃棄物処理業者に対する規制 

⑤廃棄物処理基準の設定      等 

①再生資源のリサイクル 

②リサイクル容易な構造・材質等の工夫 

③分別回収のための表示 

④副産物の有効利用の促進 

      ﾘﾃﾞｭｰｽ 
ﾘｻｲｸﾙ → ﾘﾕｰｽ 
      ﾘｻｲｸﾙ 

(１Ｒ) (３Ｒ) 

循環型社会形成推進基本計画 ：国の他の計画の基本 

Ｈ６.８完全施行 
Ｈ24.４ 全面改正公表 

Ｈ13.１完全施行 

Ｈ15.３ 公表 
Ｈ20.３ 改正 

Ｈ22.5 
一部改正 

Ｈ13.４  
全面改正施行 

Ｈ13.５ 

完全施行 

Ｈ19.６ 

一部改正 

Ｈ13.４ 

完全施行 

 

 

 

Ｈ12.４ 

完全施行 

Ｈ18.６ 

一部改正 

 

Ｈ14.５ 

完全施行 

 

 

 

Ｈ17.１ 

本格施行 

 

 

Ｈ13.４ 完全施行 

循環型社会を形成するための法体系 

食 品 
リサイクル法 

小 型 家 電 
リサイクル法 

小型電子機器等 

H25.４ 

施行 

 

 



 
① アジア３Ｒ推進フォーラム、我が国の廃棄物・リサイクル産業の海外展開 

 支援等を通じた地球規模での循環型社会の形成 

② 有害廃棄物等の水際対策を強化するとともに、資源性が高いが途上国

では適正処理が困難な循環資源の輸入及び環境汚染が生じないこと等を

要件とした、国内利用に限界がある循環資源の輸出の円滑化 

 
 
 
 

 

 

 

・ より少ない資源の投入でより高い価値を生み出す資源

生産性を始めとする物質フロー目標の一層の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第三次循環基本計画（平成25年５月31日閣議決定）のポイント  

・ ３Ｒの取組の進展、個別リサイクル法の整備等により最

終処分量の大幅削減が実現するなど、循環型社会形成

に向けた取組は着実に進展。 

・ 国際的な資源価格の高騰に見られるように、世界全体で

資源制約が強まると予想される一方、多くの貴金属、レア

メタルが廃棄物として埋立処分。 

・ 東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事

故に伴う国民の安全、安心に関する意識の高まり。 

H12年度 H22年度 H32年度目標 

資源生産性 
（万円／トン） 

25 37 46（＋８５％） 

循環利用率 
（％） 10 15 17（＋７ポイント） 

最終処分量 
(百万トン) 56 19 17（▲７０％） 

 

① リサイクルより優先順位の高い２Ｒ（リデュース・リユース）の取組がより進む  

 社会経済システムの構築 

② 小型家電リサイクル法の着実な施行など使用済製品からの有用金属の回収

と水平リサイクル等の高度なリサイクルの推進 

③ アスベスト、PCB等の有害物質の適正な管理・処理 

④ 東日本大震災の反省点を踏まえた新たな震災廃棄物対策指針の策定 

⑤ エネルギー・環境問題への対応を踏まえた循環資源・バイオマス資源の 

エネルギー源への活用 

⑥ 低炭素・自然共生社会との統合的取組と地域循環圏の高度化 

・ 途上国などの経済成長と人口増加に伴い、世界で廃棄

物発生量が増加。そのうち約４割はアジア地域で発生。 

 2050年には、2010年の２倍以上となる見通し 

我が国における３Ｒの進展 

循環資源の高度利用・資源確保 

安全・安心の確保 

世界規模での取組の必要性 

質にも着目した循環型社会の形成 

国際的取組の推進 

新たな目標 

現状と課題 第三次循環基本計画における基本的方向 

（ ）内はH12年度比 

循環資源の適正な輸出入 

廃棄物・リサイクル産業の国際展開 

３Ｒ国際環境協力 

 
① 災害廃棄物の着実な処理と再生利用 

② 放射性物質によって汚染された廃棄物の適正かつ安全な処理 

東日本大震災への対応 



「入口」：資源生産性 「循環」：循環利用率 

「出口」：最終処分量 

ＧＤＰ／天然資源等投入量 循環利用量／（循環利用量＋天然資源等投入量） 

物質フロー指標– 目標を設定する指標 –  

【目標値】 
46万円／ト
ン 

【22年度】 
37.4万円／
トン 

【12年度】 
24.8万円／トン 

【12年度】 
10.0% 

 

【22年度】 
15.3% 

 

【目標値】 
17% 

【12年度】 
56百万トン 
 

【22年度】 
19百万トン 

 

【目標値】 
17百万トン 

40.3万円／トン 14~15% 

23トン 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画期間】  平成２３年度から平成２７年度までの５年間 

【計画目標】  平成２７年度の最終処分量を 

   平成１９年度比３０％減とする。（１２５万トンに削減） 

内訳：一般廃棄物６０％減 （２５万トン） 

産業廃棄物１４％減（１００万トン） 

 

優良な処理業者が優位に立てる環境づくり 

○ 排出事業者の適正処理コストの負担 

○ 業界構造、実態の把握に努め、処理業者・リサイクル業

者を専門家として育成 

 

スーパーエコタウン事業の推進 

○ スーパーエコタウン事業者の成果を先進的な取組事例と

して、国内外に向け積極的に情報発信 

 

共同技術研究の実施 

○ 廃棄物処理技術、リサイクル技術の高度化を図るため産

学公連携による共同技術研究調査の実施 

 

静脈ビジネスの発展の促進 

 

都内の最終処分量
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東京都廃棄物処理計画について 

 

発生抑制・リユースの促進 

○ ごみを出さない社会の定着 

○ 家庭ごみの有料化 

リサイクルの促進 

○ 都市鉱山の開発 

○ 静脈物流の効率化 

○ 熱回収の高効率化 

○ 埋立処分場からのメタンガスの活用 

３Ｒ効果の見える化 

○ 資源投入量の見える化 

○ 資源の循環的利用による温室効果ガス削減効果の見える化 

○ リサイクルに係る費用の透明化 

３Ｒの取組を支える体制づくり 

○ グリーン購入の普及啓発の促進 

○ 環境教育・普及啓発の推進 

３Ｒ施策の促進 
 

有害廃棄物の適正処理の促進 

○ 微量ＰＣＢ廃棄物の適正処理のための体制整備 

○ 都の処分場での飛散性アスベスト受入継続 

○ 水銀使用量の削減と適正処理 

産業廃棄物の適正処理の促進 

○ 非飛散性アスベスト、廃石膏ボードの分別・適正処理の徹底 

○ 産廃Ｇメンの活用等による不法投棄撲滅のための指導強化 

一般廃棄物の適正処理の促進 

○ エアゾール缶、ライターなどの危険物、在宅医療廃棄物等の適正処

理の促進 

廃棄物処理施設の適切な管理運営 

○ 埋立処分場の環境負荷、維持管理費用の低減 

○ 区市町村のリサイクル施設等への指導、助言 

適正処理の促進 

東京都廃棄物処理計画とは 

○ 東京都環境基本計画に基づく廃棄

物分野の計画であり、主要な施策を示

すもの。 

○ 廃棄物処理法第５条の５の規定に

基づき策定する法定計画。 

○ 東京から循環型社会を実現してい

くために必要な施策を定めるもの。 

 








